
給水装置の修理区分の変更について

　※注意事項
　・　宅地内の水道メーターまたは第一止水栓までの修理は、漏水によるものに限ります。
　・　支障となる土間コンクリート等の構造物や植栽の撤去は市で行いますが、復旧については土砂（現場発生土）による埋戻しまで
　　としますので、ご承知おきください。
　・　メーターボックス（蓋を含む）につきましては、お客様の所有物であり、修理等はお客様の負担となります。
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